
個別法における機関等の共同設置に関する規定

障害者自立支援法（平成十七年十一月七日法律第百二十三号）

（市町村審査会）

第十五条 第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九

条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会（以下「市町村審査会」とい

う ）を置く。。

（共同設置の支援）

第十七条 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一項の

規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要

な調整を行うことができる。

２ 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保さ

れるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）

（介護認定審査会）

第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認

定審査会（以下「認定審査会」という ）を置く。。

（共同設置の支援）

第十六条 都道府県は、認定審査会について地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の七第一項 の規定による共同設置をしようとする市町村の求め

に応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

２ 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保され

るように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号）

（市町村の教育行政の体制の整備及び充実）

、 、第五十五条の二 市町村は 近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため

地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携

を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。

地方公務員法（昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号）

（人事委員会又は公平委員会の設置）

第七条 都道府県及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。

２ 前項の指定都市以外の市で人口（官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ず

る人口調査の結果による人口をいう。以下同じ ）十五万以上のもの及び特別区は、。

条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。

３ 人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置く

ものとする。

４ 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員

会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人

事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることがで

きる。
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